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取組方向２：被害の軽減（減災）に向けて 

（１）地震の揺れによる被害を軽減するため、木造住宅の耐震診断、耐震補強を支援し、
まちの耐震化を促進します。 

（２）津波による被害を軽減するため、防潮扉等の開閉操作の自動化を推進し、開口部
からの津波の浸水を防ぎ、避難時間を確保します。 

（３）地震・津波による被害を軽減するため、市町が取り組む重要な地震対策について
支援します。 

   

取組方向３：応急体制の確立に向けて 

（１）地震発生時に防災関係機関等と連携し、救助・救援等の初動対策が迅速に行える
よう災害対策本部機能の強化や広域防災拠点の整備を推進します。 

（２）災害時の医療体制の充実強化をはかるため、地域の関係機関が連携した災害医療
体制の構築、災害医療従事者の育成、医療施設の耐震化の促進に取り組んでいきま
す。 

（３）地震発生時における救助・救援活動や復興活動の基盤となる緊急輸送道路の整備
および落石危険箇所対策を進めます。 

   
 
 

県が他の主体に期待する取組 

● 県民一人ひとりが、住宅の耐震化をはじめとする自助や、防災訓練等の地域での
共助に取り組んでいます。 

● 自主防災組織、企業、ＮＰＯ等の主体が、ネットワークを築き、自主的な防災対
策に取り組んでいます。 

●  市町が、避難路や避難場所の確保等、地域住民の安全対策を推進しています。 
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